
大学院新入生ガイダンス 
人文学研究科 

2020年度（令和２年度）の学生便覧を
手元に用意してください。１１１頁以
降の記載事項について、重要な箇所を
以下でピックアップしていきます。確
認しながら、疑問点などがあれば、大
学院委員にメールをお送りください。 

中畑 : igitur@people.kobe-u.ac.jp 



では説明を始めたいと思いますが、その前に、 

【重要】 

「教務関係連絡事項」をよく読み、諸届を締切
期日に遅れないよう提出することを忘れないで
ください。 

〆切厳守！ 



１１1頁を開いてください。履修について説明します。 

・人文学研究科規則第１３条に従い、授業科目及び
単位数は、１１６～１２５頁記載の「別表２」のと
おりとします。授業科目の履修に当たっては指導教
員の承認を得て、学期の初めに所定の履修届を提出
しなければなりません（第１６条）。指導教員は第
１５条で規定されたとおりです。 
　また、副指導教員一名を他講座の先生から選ぶ必
要があります。所属先の教員と相談のうえ決めてく
ださい。以上については、今年度に限り、指導教員
からの承諾メールを以って代えることにします。 



１１２頁 

　第１６条の２にあるとおり、他の研究科の授業科目
を履修しようとする場合も、指導教員の承認を得てく
ださい。人文学研究科長を経て、当該研究科長の許可
を受ける必要があります。修得した単位は教授会の議
を経て、第２４条に規定する単位（後で説明します）
として認められます。 
　研究科と協定している他大学（外国の大学を含む）
の大学院の授業科目を履修することもできます。 
休学期間中については、第１７条を読んでください。
授業履修・単位認定には必ず教授会での議を経なけれ
ばなりません。 



１１３頁に移ります。 

ここでは課程の修了要件を説明します。第２４条
を見てください。 
前期課程の場合、２年以上在学し、３０単位以上
を修得する必要があります。修士論文などの執筆
は当然です。優れた業績をあげた者は１年以上在
学で修了できる場合もあります。 
前期課程では、研究科共通科目を２単位以上修得
する必要があります。 

詳細は１２０頁をご覧ください。 



日本語日本文化教育プログラムについて 

　このプログラムは、学生各自が専攻する研究の特性
を生かしながら、留学生に対する日本語日本文化教育
の実践をとおしてコミュニケーション能力を身につ
け、異文化理解の基本姿勢を学びます。 
　現代社会の要求に応じた知識や実践能力を持った、
国際性と幅広い視野を獲得できるはずです。 
　海外で日本語や日本文化を教えるチャンスがあるか
もしれません。 

詳しくは、 
「学生便覧」１２９頁を参照してください。 



ここで学修の流れを確認しましょう。１４２頁を開
いてください。「学修プロセスフロー」を見てくだ
さい。 

前期課程の学生は、①「指導教員・研究テーマ届」
と②「修士論文研究計画書」の提出が求められてい
ますが、それぞれ①  ４月27日、② ５月２０日提出
に変更されています。間違えないように、また忘れ
ずに提出してください。 

＊日本学術振興会（JJSSPPSS）が創設した特別研究員制度（DDCC11・DDCC22）	
　を活用して研究に専念するチャンスを手に入�れましょう。  
　毎年44月中に説明会が開催され、66月頃に申請を行う手順となっ　  
　ています。今年は延期されていますので、掲示や案内に注意！  



前期課程の２年次には４月初めに「修士準備論文」の
提出が義務づけられています。この「修士準備論文」
を基に、６月の第３水曜日に公開研究報告会をしてい
ただきます。前期課程を修了するためには、この二つ
のステップを必ず踏む必要がありますので、留意して
おいてください。 
日時の確認を忘れずに！ 

＊ 留学中などの特別の事情がないかぎり、 
　指定された公開研究報告会の日時は厳守 
　してください。 



海外留学や諸般の事情で個々人のスケジュールは変
わってくるかもしれませんが、皆さんの大学院での
研究は基本的にこの学修プロセスフローに従って進
んでいきます。 
早期修了については様々なケースが考えられますの
で、前期課程では１４３-１４４頁、後期課程では 
１４５頁の「申合せ」を読んでください。 



教育職免許状の取得について 

中学校、高等学校教諭専修免許状の取得を希望
する方は、「学生便覧」１４９‒１６８頁を参照
し、必要な科目を忘れずに履修してください。 

【留意】 
 ＊ 人文学研究科では一種免許状（学部レベル）の課程 
　  認定を受けていませんので、一種免許状は個人申請 
　  になります。 



学芸員資格について 

学芸員資格取得に関する科目履修内規等
（「学生便覧」１６９–１７１頁）を熟読
し、手続きを行ってください。	 

【注意】	 

・博物館実習は博物館等で行いますが、	 
　人数制限がありますので、単に単位	 
　修得のためにだけ希望する者は遠慮	 
　してください。	 



専門社会調査士資格の取得について 

「学生便覧」の１７２-１７５頁をよく読み、 
必要な授業科目の修得と申請を行ってください。 

・研究科で取得できる資格は「専門社会調査士」 
　です。 



以下では、学生生活について説明します。 

まず、大学院学生研究室の使用についてです。 
「学生便覧」１７８頁の「大学院学生研究室の使用
について」を参照してください。 
自分の机だけでなく、部屋の整理整頓も心懸けま
しょう。 
なお、事務室の勤務時間外に使用する場合は次の点
に充分注意してください。 
（１）事故が発生した場合は、理学部研究科警務員の
ガードマンに連絡するとともに、指導教員等にも連絡
してください。 
（２）研究科学舎を退出する際には、事故防止のため
必ず「夜間専用出口」の施錠を確認し、開放のままと
しないでください。 



大学院学生研究室を使用できるのは、標準年次の
あいだだけになります。詳しくは院生協議会や諸
先輩の説明をよく聞いてください。 

ハラスメントの被害にあったときの相談は、事務
局ホームページ「ハラスメント相談員名簿」（学
内利用者のみアクセスできます）の相談員に申し
出てください。保健管理センター「こころの健康
相談」カウンセラーなどにも相談できます。 



次は車両規制についてです。 

自動車、単車の乗入れは騒音による授業等の
妨げとなるだけでなく、交通事故にもつなが
ります（毎年、事故が報告されています）。 
また、駐車場も少ないため、入構制限をして
ます。 
入構の許可や駐車の許可などについて詳しく
は、「学生便覧」１７８‒１８２頁をご覧くだ
さい。 
遵守事項をきちんと守りましょう。 



最後に、健康診断、救急措置、健康相談に関するこ
とを説明して終わりにします。詳しくは「学生便
覧」１８３‒１８５頁に記載されていますので、確
認しておいてください。 
特に次の２点のみ注意喚起をしておきます。 
（１）健康診断について 
　本学では毎年１回「定期健康診断」および「臨時
健康診断」を実施しています。全員必ず受診してく
ださい。 
（２）健康相談および救急措置について 
　精神的、身体的健康管理に関する専門的な業務を
行う施設として、保健管理センターが設置されてい
ます。神戸大学本部庁舎の２階にありますので、場
所を把握しておきましょう。 



ガイダンスは以上です。お疲れさまでした。 

もしなにか質問などがあれば、遠慮なく教務・学生
係にお尋ねください。 

また、本年度の大学院委員担当の中畑教員も対応い
たします。 
　　　　研究室：Ａ棟４階４１７号室 
　　　　e-mail：igitur[at]people.kobe-u.ac.jp 


